
別添 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの料金 
 

【表 1】医療・介護、訪リハ 

 介護 医療 
訪問リハ ①(介護予防)訪問リハビリテーション 

 

②在宅患者訪問リハビリテーション 

指導管理料 

① （介護予防）訪問リハビリテーション費  料金：20 分当たり 307 単位 

1 単位＝10 円 

 老健・特養・介護付き有料老人ホームへ入所している方は利用不可 

 小規模多機能施設を利用している方も利用不可 

 3 ヶ月に 1 回の指示医受診若しくは診療が必要 

       訪問リハ計画診療未実施減算       20 分当たり    ‐50 単位 

訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ     20 分当たり        6 単位 

訪問リハ特別地域加算          20 分当たり   15%加算(46 単位) 

    訪問リハ短期集中加算          1 日につき       200 単位 

    （退院、退所後 3 ヶ月まで） 

訪問リハ移行支援加算                    1 日につき     17 単位 

訪問リハマネジメント加算        1 月につき 180/213/450/483 単位 

（介護予防） 

予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ   20 分当たり        6 単位 

予防訪問リハ特別地域加算        20 分当たり   15%加算(46 単位) 

    予防訪問リハ事業所評価加算       1 月につき    120 単位 

    予防訪問リハ短期集中リハ加算      1 日につき    200 単位 

    （退院、退所後 3 ヶ月まで） 

    予防訪問リハ 12 ヶ月超減算        1 回につき     -5 単位 

② 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 （医療保険）料金：20 分当たり 300 点 

1 点＝10 円 

 介護保険を利用できない方が対象、以下の要件も満たす必要があります。 

 ・通院困難 

 ・（主治医による）月に 1 回の訪問診療 

 利用初回にあたって指示医への受診が必要。 

【表 2】実費料金 

保険外適用 項目 金額(実費) 

交通費 通常の業務の実施地域を越えてから 1km 毎に 100 円 

キャンセル料 当日連絡の場合（急変の場合は除く） 2,000 円 
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